
船舶事故調査報告書 

令和７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年１０月１８日 ０６時０２分ごろ 

発生場所 山口県徳山
とくやま

下松
くだまつ

港 

 徳山下松港東ソーセメント１号桟橋灯台から真方位２０１°７４０

ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０３.０′ 東経１３１°４５.６′） 

事故の概要  押船新東明
しんとうめい

は、バージ新東明１号を押航して左回頭中、浅所に乗り

揚げた。 

事故調査の経過 令和６年１１月８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 新東明、１９８トン 

１４４１０１、東ソー物流株式会社（Ａ社） 

Ｂ バージ 新東明１号、総トン数なし（全長９２.３ｍ） 

   なし、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１９５cm（徳

山） 

日出時刻：０６時２０分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、空船のＢ船の船尾部に船首部

を結合して全長約１１５ｍの押船列（以下「Ａ船押船列」という。）

を構成し、１.５海里（Ｍ）レンジ及び３.０Ｍレンジに設定したレー

ダー２台並びに電子海図表示装置を作動させ、山口県宇部
う べ

港に向けて

徳山下松港企業桟橋（以下「本件桟橋」という。）を離桟した。 

Ａ船押船列は、船長Ａが、船橋当直につき、本件桟橋南方沖で仙
せん

島
じま

水道を西航する針路となるようＢ船の船首を南西方に向けた後、同水

道に沿って約６ノットの対地速力で航行した。 

船長Ａは、Ａ船押船列の前方１,３００ｍ付近に入港してくるセメ

ント運搬船（以下「入港船」という。）及び同船を支援するタグボー

ト１隻を視認したので、入港船を目視で見張っていたが、仙島水道の

可航幅であれば、Ａ船押船列と入港船が同水道内で行き会うことがで

きると思い、引き続き仙島水道に沿って南西進を続けることにした。 

船長Ａは、入港船とＡ船押船列とは左舷対左舷で行き会おうと考え



ていたが、入港船が仙島水道の中央付近を航行してくることを認め

た。 

船長Ａは、入港船との距離を隔てる目的で、Ａ船押船列の進路を西

南西方に向け、仙島水道の北方沖まで航行を続け、仙島水道に沿うよ

うに左転しながら航行を続けたところ、本件桟橋南方沖の浅所（以下

「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

船長Ａは、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、Ａ社担当者に

報告した。 

船長Ａは、Ａ船押船列の損傷状況等の調査を行い、浸水がないこと

を確認した。 

Ａ船押船列は、上げ潮を待って自然離礁し、自力航行により仙島水

道南方沖まで移動した後、投錨した。 

Ａ船押船列の喫水は、船首約２.４ｍ、船尾約３.７ｍであった。 

船長Ａは、本件浅所の存在を知っていたが、少しぐらい仙島水道の

外側の海域を航行しても、仙島水道及びその付近海域であれば水深が

確保されており大丈夫と思い、本件浅所付近海域の水深を確認しな

かった。 

（付図１ 航行経路図 参照） 

分析 Ａ船押船列は、出港中、船長Ａが、少しぐらい仙島水道の外側の海

域を航行しても大丈夫と思い、本件浅所の水深を確認しなかったこと

から、入港船を避ける際に本件浅所に向けた進路をとり、本件浅所に

乗り揚げたものと考えられる。 

船長Ａは、仙島水道及びその付近海域であれば水深が確保されてい

ることから、少しぐらい仙島水道の外側の海域を航行しても大丈夫と

思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船押船列が、出港中、船長Ａが、本件浅所の水

深を確認していなかったため、入港船を避ける際に本件浅所に向けた

進路をとり、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次のとおり改善策を講じることとした。 

・自社所有船乗組員に対し安全講習会を実施し、海図及び電子海図

表示装置にコースラインと避険線の設定を実施させることとし

た。 

・着離桟作業チェックリストを設定し、その中で、他の入出港船に

関する情報を入手することを取り入れた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、自船が出港船であっても、入港してくる船の進路や運動

性能等を考慮し、自船が浅所に接近して航行しなければならない

可能性がある場合は、自船が安全に航行できるようになるまで、

安全な海域で待機すること。 



付図１ 航行経路図 
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